
別紙３

※空欄の数値は、国の公表後速やかに公表する予定です。

１　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

1 　職員手当には退職手当を含まない。

2

3

（3）ラスパイレス指数の状況

1

2

3

※ ☑ □

☑ □

１.していない

１.超えていない

伊予市の給与・定員管理等について

給料
計

（参考）
類似団体平均
1人当たり

給与費（千円）

6,123

1人当たり
給与費（千円）

B/A

5,846

B

B
期末・勤勉手当

483,671 1,806,5221,166,933

B/A

1,174,09219,888,5516

人件費（千円）

15.5%

実質収支（千円）
令和5年度

人件費率

15.9%

人件費率

3,158,076

年度

（注）

① 3年連続で上昇しているか

6

A

職員数
（人）

職員手当

（注）

年度

② 100を超えているか

住民基本台帳人口 歳出額（千円）

A

35,173

155,918

（令和7年1月1日）

人

309

給与費（千円）

２.超えている

理由：（２に該当する場合）

２.している

類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均し
たものである。

（　）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス
指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するた
め、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（1＋当該団体の地域手当支給率）／（1＋国の指定基準に基づ
く地域手当支給率）により算出。）

ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するた
め、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給
表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数。

　職員数については、令和6年4月1日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職
員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。

　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費
が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。
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（4）社会と公務の変化に応じた給与制度の整備（給与制度のアップデート）の実施状況について

①給料表の見直し

実施している

②地域手当の見直し

③その他の見直し

２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和7年4月1日現在）

①一般行政職

②技能労務職

うち

うち 用務員

56.5

294,567

10

337,907

－

伊予市

学校給食員

2

－

－

48.0

－

愛媛県

1,703

161 －

235,100

－336,989

267,500

6

223,000255,400

調理士

256,000 263,900

－

50

A／B

－

1.14

－

－

－

1.20

－

参考
平均給与月額

実施内容：一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、３級から７級までの初号近辺の
号給をカットし、これらの級の初号の給料月額の引上げを実施。（国の８級以上に相当する級がない
ため、隣接する級間での給料月額の重なりの解消は実施していない。）

327,221

【概要】国家公務員給与においては、行政職俸給表(一)において３級から７級までの初号近辺
の号俸をカットし、これらの級の初号の俸給月額の引上げを行うとともに、８級から10級の隣
接する級間での俸給月額の重なりの解消等を行っている。その他、各種手当について見直しを
行っている。

平均年齢

－

民間

B　　円

42.6

41.9

歳

－－

人

2

平均給与月額

414,480

歳

公務員

354,371

対応する民間

の類似職種

261,300

367,590

A　　円

（国比較ベース）歳

職員数

－

職員数

42.0

383,976－

－

327,000

平均年齢

325,485

332,237

国

378,249伊予市

　円

区分

325,721

平均給与月額平均給料月額

255,600

265,96757.4

54.3

（国比較ベース）

266,900

類似団体

57.3 用務員266,900

51.3

52.3 312,166 －339,859

－

－

区分

愛媛県

平均給料月額

扶養手当、通勤手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直
しを実施。（令和７年４月１日実施）

411,533

359,133

円円

実施内容：国の見直しに合わせ改正した。東京都特別区は20％に据置き、香川県高松市は
6％から段階的に下げ、令和7年4月1日に5％、令和8年4月1日に4％に改正する。

235

類似団体

平均給与月額

43.3

－

平均年齢

人

国

平均給与月額

－



うち

うち

③教育職

1

2

区分
公務員 民間

年収ベース（試算値）の比較

C／D

類似団体

「平均給料月額」とは、令和7年4月1日現在における職種ごとの職員の基本給の平均
である。

平均給与月額

・年収ベースの「公務員C」及び「民間D」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したも
のに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給さ
れた年間賞与の額を加えた試算値である。

（国比較ベース）

314,249

1.51

1.41

＊小中学校（幼稚園）教育職員

「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務
手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
いて明らかにされているものである。
　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベー
ス（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

－

－

43.8 368,193

348,456

（注）

用務員

3,094,000

参考

40.8

愛媛県

円

－ －

学校給食員

－伊予市

4,358,100

D　　円

平均給料月額

人

C　　円

4,617,200

歳 円

平均年齢 平均給与月額

－

・技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点にお
いて完全に一致しているものではない。

3,051,600

区分

・民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。
（令和4年～令和6年の3ヵ年平均）

（伊予市）

404,207

職員数

－

－

－



（2）職員の初任給の状況（令和7年4月1日現在）

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和7年4月1日現在）

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和7年4月1日現在） *参考 令和6年度

1 伊予市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。
2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。
・一般行政職の男女の割合　　男：68.9％、女：31.1％
・一般行政職以外の女性職員の割合　　保育士93.1％、保健師100％、給食調理員等37.9％

最高号給の職員数 1号給の給

10.3%

332,600

標準的な職務内容

経験年数30年

人 *

316,800242,000

22.6%

52 276,300

15.8% 409,000

364,200

6級

268,300

396,500

195,800

8.5%

39

主事・技師

366,800

6 420,700 463,0006

427,000

-234 100.0%

課長補佐・次長・分室長

20

計

1級

309,800

2.6%

53

8.5%

経験年数10年

（参考）

11.5%

主任

235

職員数

48

2級

27

部長

－

42

100.0%

区分

一般行政職
398,418

構成比

16.6%

区分
構成比

％ *人 与月額/円

（円）

282,887

高校卒

385,078

経験年数25年

18.0%

22.2%

24

給与月額/円

239,073

高校卒

経験年数20年

※上記金額は、人事院勧告を反映している。

大学卒

200,300

％

380,072

愛媛県

198,200

（円）

一般行政職
232,000

200,300高校卒

伊予市

大学卒

206,271

368,550

232,000

201,541

230,218
技能労務職

区分

4級 53

42

20

2.6%

中学卒

5級

7級

課長・所長・局長・室長

37

国

－

－

356,683

20.4%主査

-

17.9%

－

（注）

3級

係長

－

22.5%



（2）国と給料表カーブ比較表（行政職給料表）（令和7年4月1日現在）

給料表の各級における号給の額を国と比較し、曲線グラフで表したものである。

給料額(百円)

号級(号)

1級, 11.50% 1級, 10.30% 1級, 8.70%

2級, 16.60% 2級, 18.00% 2級, 18.30%

3級, 20.40% 3級, 22.20% 3級, 20.40%

4級, 22.50% 4級, 22.60% 4級, 27.00%

5級, 17.90% 5級, 15.80% 5級, 14.80%

6級, 8.50% 6級, 8.50% 6級, 9.10%7級, 2.60% 7級, 2.60% 7級, 1.70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和7年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比

7級

6級

5級

4級

3級

2級

1級

国10級

国９級

国８級
国７級
市７級

国６級市６級

国５級市５級

国４級市４級
国３級
市３級

国２級

市２級

国１級
市１級

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 26 51 76 101 126 1510                   25                    50 75                   100                  125                  

国10級

国９級

国８級
国７級
市７級

国６級市６級

国５級市５級

国４級市４級

国３級市３級

国２級
市２級

国１級市１級

伊予市

国家公務員



（3）昇給への人事評価の活用状況

４　職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

（支給割合が、国の支給割合又は都道府県の人
事委員会が勧告した支給割合のいずれか大きい
方の支給割合を上回っている場合、その理由）

（国を上回る加算措置となっている場合、その
理由）

国

昇給可能な区分
昇給実績が
ある区分

－

昇給可能な区分

○

昇給実績が
ある区分

一般職員

伊予市

2.50

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置

2.50

○

1人当たり平均支給額

2.10 2.50

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置

（令和6年度支給割合）

（加算措置の状況）

2.10

(1.00)

2.10

1,606

上位、標準、下位の区分

○

○

管理職員

1,609

（令和6年度支給割合）（令和6年度支給割合）

　1年度を上半期（4月から9月）、下半期（10月から翌年3月）に分けて人事評価を行って
います。
　人事評価は、職員の職務上の上司2人（例：課長補佐と課長）が、実績・能力・態度の
区分ごとに評価を行い、人材育成につなげるほか、その結果を昇給、勤勉手当、昇格等の
人事管理上の資料として活用しています。

活用予定時期

（加算措置の状況）

(1.40)

（千円） （千円）

1人当たり平均支給額

職制上の段階、職務の級等によ
る加算措置

(1.00)(1.40)

2.人事評価を活用していない

標準、下位の区分

愛媛県

上位、標準の区分

（令和6年度）

活用している昇給区分

(1.00)

1.人事評価を活用している

R6.4.2～R7.4.1の運用

(1.40)

標準の区分のみ（一律）

○

○

（令和6年度）



（　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

（2）退職手当（令和7年3月31日現在）

（支給率） （支給率）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

調整率　　　　　　　　　　　　83.7/100 調整率　　　　　　　　　　　　83.7/100

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置（3～45％加算）

退職時特別昇給　なし

ある。

（3）地域手当（令和7年4月1日現在）

（国を上回る割合としている場合、その理由）

支給割合が国の制度による支給割合を上回る場合、その理由

自己都合自己都合

33.27075

定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

伊予市

33.27075

47.709

国

活用している成績率
昇給可能な

成績率
昇給実績が
ある成績率

活用予定時期

2.人事評価を活用していない

標準の区分のみ（一律）

上位、標準の成績率

○
昇給実績が
ある成績率

○ ○ ○

昇給可能な
成績率

上位、標準、下位の成績率 ○

【参考】勤勉手当への人事評価の活用状況

○

標準、下位の成績率

1.人事評価を活用している

39.7575

28.0395

応募認定・定年

39.7575

28.0395

応募認定・定年

一般職員

　1年度を上半期（4月から9月）、下半期（10月から翌年3月）に分けて人事評価を行って
います。
　人事評価は、職員の職務上の上司2人（例：課長補佐と課長）が、実績・能力・態度の
区分ごとに評価を行い、人材育成につなげるほか、その結果を昇給、勤勉手当、昇格等の
人事管理上の資料として活用しています。

19.6695 24.58687519.6695

千円

（注）

47.709

退職手当の1人当たり平均支給額は、令和6年度に退職した職員に支給された平均額で

47.709

1人当たり平均支給額

24.586875

47.709

47.709

16,393

47.709

令和6年度中の運用

※上記１人当たり平均支給額の愛媛県の金額は人事院勧告を反映していない。

東京都特別区

管理職員

（注）

支給対象職員数

1,266

支給対象地域 支給率

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算）

国の制度（支給率）

円

％

633,000

人2 2020

支給実績（令和6年度実績） 千円

％



（4）特殊勤務手当（令和7年4月1日現在）

（5）時間外勤務手当

職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、令和6年4月1日現在の総職員の

うち、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除いた人数。

（6）その他の手当（令和7年4月1日現在）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

各数値については、普通会計決算によるものである。

集団発生890円(日)
　〃 以外840円(日)

（千円）
0

動物の死体処理作業に従事

327,688

1体680円

野犬の取扱作業又は狂犬病予防注射に従事

支給実績/R6主な支給対象業務

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和6年度）

3,449

（千円）

感染症患者の救護又は感染症の病原体の付着
した物件若しくは付着の危険がある物件の処
理作業に従事

（千円）
7

400円(日)

国の制度
との異同

49,300

10,000
同

支給実績（千円）

円

職員1人当たり
平均支給年額

（円）

片道10キロ以上15キロ未満

（注）

課長級

55,200

1ヵ月当たりの支給限度額

10,000

交通用具使用者

31,600

交通機関使用者

6

職員1人当たり平均支給年額

時間外往診手当

年度

局長級

課長補佐級

通勤手当

子

分室長

その他の部長級

31,400

70,630

257,042

異

37,400

43,400

（国）46,300円～139,300円（行政職俸給表（一）適用職員）

436,766

片道5キロ以上10キロ未満 4,200

片道2キロ以上5キロ未満

16,174

38,435

総務部長

以後距離数によって決定

片道15キロ以上20キロ未満

2,000

行旅病人2,720円
行旅死亡人6,900円

（千円）
29

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算） （円）

同

扶養手当

野犬等取扱手当

53,086

手当名

支給単価手当の名称

4.6

配偶者 6,500

22,967円借家居住者（限度額）

支給単価

千円

（千円）
0

55

（％）

防疫等作業手当

行旅病人の看護又は行旅死亡人の処置に従事

支給実績（総額）

支給限度額

最長6ヵ月の定期券等の価格による一括支給

令和6年度決算

55,000

40,356同

7,100

28,000 276,711

行旅病死人処理手当

60,000

支給実績（令和6年度決算）

（千円）
21

6,500円(回)

動物死体処理手当

伊予市国民健康保険直営歯科診療所に勤務す
る医師が、勤務時間外に往診した場合

住居手当

管理職手当

（注）



５　特別職の報酬等の状況（令和7年4月1日現在）

1 給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。

2

円

退職手当の「1期の手当額」は、令和7年4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、
1期（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。

409,000

副市長
円）

報酬

議長

給料月額

（　　877,000 
給料

（　　680,000 

円）

円

副議長

議員

退職手当

円

議員

475,000333,000

円

円
円

985,000 391,500

月

副市長

議長

副議長

副市長

備考

期末手当

円

円

877,000

420,000
680,000

市長

（1期の手当額）

8,812,800
任期満了の都度

19,364,160月額×46/100×在職月数

月額×27/100×在職月数

円

類似団体における最高/最低額

（支給時期）

（令和6年度支給割合）

3.45

円

円

円

305,000

（令和6年度支給割合）

230,000

180,000

円790,000

200,000円

545,000

月

（注）

円

市長

3.45

（算定方式）

市長

区分

442,000



６　職員数の状況

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 （各年4月1日現在）

人

人

人

人

人

(注） 1　職員数は一般職に属する職員数である。

2　[　]内は、条例定数の合計である。

（2）年齢別職員構成の状況（令和7年4月1日現在）

計

24

職員数（人）

年齢区分
（歳）

その他

0

6

下水道

272

32

21

商工

病院

人

人

人

人

農林水産

区分 令和7年令和6年

業務の増加人

人

人

業務の増加

人

人

-2

352

人

26

2 2

351

人

40

18

4

人0

衛生

人

人 人

36

～ ～

人

-2

人

人]

27

人

業務の見直し-5

309

1人

業務の増加

25

人

人

人

2

人

0

業務の見直し

議会 人

81

0 人

主な増減理由

一
般
行
政
部
門

民生

264

人

人

対前年比

人

25

人

6

0

0

人

25

人8

0

人

1818

83

人

0

2

93

税務

労働

18

人

総務企画

4

土木

人

87

人

23

普
通
会
計

人

人

42

0

人

人

312

8

人

～

[420

11

8

～

人

人

20

小計

人

水道

27 59 35234

35 55

10

以上

～

43 47

27

39

3714

人 11

人

40

110.71（類似団体の人口1万当たりの職員数）

-1

3
<参考>

0

人

人

人

52

人口1万当たり職員数

計

100.59

40

[0

34

51

62

～～

60

59

業務の見直し

4844 56

77.73人口1万当たり職員数

人

業務の見直し

86.19

人

<参考>

人

（類似団体の人口1万当たりの職員数）

45

86.20

<参考>

人

7

人]

人口1万当たり職員数

22

～

公営
企業
会計

教育部門

小計

31

人]

-1

合計

～ ～

20 2820

[420

未満
23

人

0

10

20

30

40

50

60

70

構成比

５年前の構成

比



（3）職員数の推移

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。

７　公営企業職員の状況

（1）水道事業

①職員給与費の状況

ア　決算

（千円）

1 　職員手当には退職手当を含まない。

2

3

②職員の平均年齢、基本給及び平均月収額の状況（令和7年4月1日）（円）

平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。

③職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

（令和6年度支給割合）

期末手当 勤勉手当

月分 月分

266264

総費用

309

1人当たり給与費

+3.0%8264

の増減数（率）

261

過去5年間

272

3年 4年2年 5年

千円

基本給

13.3% 14.0%

平均年齢

357,589

期末・勤勉手当

千円 96,158720,735

純損益又は実質収支

千円

6,314

（千円）

B/A B/A
5年度

40

-0.3%

-2

312

6年度職員給与費

264

7年

（単位：人・％）

団体平均

46

-1

4,705

310

4545

1,688

職制上の段階、職務の級等
による加算措置

51.9歳

524,813

6年

B

平均月収額

（千円）

1人当たり平均支給額

伊予市

1,593

2.50

46,188

41

伊予市(水道事業）

一般行政

349

42

年度
給与費

47

　　　　　  年度
部門別

+0.3%

-7

311

42公営企業等会計計

-14.9%

1307

43

44 40

-4.8%

教育

普通会計計

353

309

353 352

42

総合計

76,733

345,838

526,192

18,566

351350

45.8団体平均

年度

6
（注）

A
69,459 6,316

2.10

（注）

A

職員手当

6

11

給料

（参考）市町村
（政令指定都市を
除く）平均1人
当たり給与額B/A

計

（令和6年度）

B

1人当たり平均支給額

（令和6年度）

職員数

（注）

　職員数については、令和7年3月31日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職
員（再任用職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含まない。
　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費
が含まれているが、会計年度任用職員の給与費は含まれていない。



イ　退職手当（令和7年4月1日現在）

（支給率）

勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分

最高限度 月分 月分

調整率　　　　　　　　　　　　83.7/100

その他の加算措置

退職時特別昇給　なし

ウ　地域手当（令和7年4月1日現在）

エ　時間外勤務手当

職員1人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、令和6年4月1日現在の総職員数の

うち、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除いた人数。

オ　その他の手当（令和7年4月1日現在）

円
円

円
円
円
円

円

円
円
円
円
円
円
円

支給割合が国の制度による支給割合を上回る場合、その理由

（国を上回る割合としている場合、その理由）

定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

20 ％

0 千円

支給職員1人当たり平均支給年額（令和6年度決算） 0 円

国の制度（支給率）

％ 0

98,591

（円）

子

62,241
10,000

30,000

同

職員1人当たり
平均支給年額

（円）

1ヵ月当たりの支給限度額

交通機関使用者
支給限度額

支給率 支給対象職員数

支給単価
一般行政
職の制度
との異同

令和6年度決算

47.709

6,500
10,000

配偶者

127,118

支給対象地域

支給実績（千円）

47.709

職員1人当たり平均支給年額

19.6695

39.7575

47.709

人

33.27075

支給実績（総額）

借家居住者（限度額） 28,000 円

7,100

片道2キロ以上5キロ未満

片道10キロ以上15キロ未満

240

片道5キロ以上10キロ未満 4,200

同

同じ

勧奨・定年

24.586875

28.0395

局長級

支給実績（令和6年度実績）

740

1,017

自己都合勧奨

37,400

千円

片道15キロ以上20キロ未満

東京都特別区 20

31,600

2,000

60,000

課長級

年度

1,014

総務部長

伊予市(水道事業） 伊予市（一般行政職）

55,000

同
以後距離数によって決定

円

最長6ヵ月の定期券等の価格による一括支給

31,400

424,800

（注）

課長補佐級

同

6

管理職手当

通勤手当

分室長
43,400

55,200

交通用具使用者

1,275
49,300

その他の部長級

手当名

扶養手当

住居手当



８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（1）勤務時間の状況

（2）休暇の状況

　①年次有給休暇

令和6年中1人当たり　 日 （令和6年1月1日～令和6年12月31日）

②育児休業

令和6年度中取得者 人

③その他の休暇

９　分限及び懲戒処分

（1）分限処分の状況

令和6年度処分件数 件

（2）懲戒処分の状況

令和6年度処分件数 件

１０　服務規律保持のための取組状況

１１　人材育成の取組状況及び研修の状況

　

人
人

　年次有給休暇は、1年ごとに20日付与され、残日数は、翌年に限り繰り越すことがで
きます。

　負傷や病気による療養、選挙権の行使、結婚、出産などの規則で定める事由に該当す
る場合には、有給の休暇を付与しています。また、職員の配偶者、父母、子等で負傷、
疾病又は障害のための介護を必要とする場合には、無給の休暇を付与しています。

12

7

　職員が3歳に満たない子を養育するため、育児のために休業することが認められる制
度です。（育児休業をしている期間は、給与は支給されません。）

9

　職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分で、公務の運営上の事情等により特別の形態
によって勤務する必要のある職員を除き、午前8時30分から午後5時15分までとなっていま
す。この間、休憩時間を1時間取得することとなっています。

　分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に、公務能率の維持
を目的としてなされる不利益処分であり、その種類は、免職、休職、降任、降給がありま
す。

　「伊予市人材育成基本方針」を策定（平成18年3月）し、市民の協働と参画のまちづくり
を実現するための職員像を明らかにしています。（詳細は伊予市ホームページをご覧くだ
さい。）また、同方針に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進のため、各研修機関へ派
遣し、資質の向上に取り組んでいます。
　さらに、集合研修として、接遇研修、人事評価評価者研修、AED研修、コンプライアンス
研修、階層別研修、メンタルヘルス研修、手話研修等を実施しています。

0

20

　懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うことにより、公務にお
ける規律と秩序を維持することを目的としてなされる不利益処分であり、その種類は、免
職、停職、減給、戒告があります。

市町村職員中央研修所
愛媛県研修所等 42

　地方公務員法では、服務の根本基準として、「全ての職員は、全体の奉仕者として公共
の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなけ
ればならない。」と規定しています。
　伊予市では、「伊予市職員倫理規程」を制定し、市民の疑惑や不信を招くことのないよ
う、機会あるごとに注意を喚起し、服務規律保持を図っています。また、「伊予市職員の
懲戒処分に関する指針」により懲罰で対応することとしています。



１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

①職員健康診断

②共済組合への負担金

令和6年度負担金 愛媛県市町村職員共済組合 千円
愛媛県公立学校共済組合 千円

③愛媛県市町村職員互助会への負担金

令和6年度負担金 愛媛県市町村職員互助会 千円

令和6年度認定件数 件

令和6年度措置要求件数 件

（4）不利益処分に関する不服申立ての状況

令和6年度申立件数 件

１３　任免

令和6年度実績

人 人 人 人

人 人 人 人

0

　公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等については、地方公務員災害補償基金
愛媛県支部が実施しています。

（3）勤務条件に関する措置要求の状況

11,184

（1）福利厚生制度の状況

　地方公務員法により、任命権者は、定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選
考により、常時勤務又は短時間勤務の職に採用することができるとされています。
　令和6年度の採用実績は1人です。

　職員の健康保持の増進と、疾病予防のため、労働安全衛生法に基づき、各種健康診
断、メンタルヘルス対策等を実施しています。
　令和6年度は、健康診断（305人受診）、婦人科検診（延べ90人受診）を実施し、健診
結果に応じた健康相談を行っています。
　また、精神疾患の増加に伴い、専門家によるカウンセリングルームを開設するなど、
職員が相談しやすい環境づくりに努めています。

　地方公務員等共済組合法に基づき、組合員等の相互救済を図るため、短期給付、長期
給付等の事業が愛媛県市町村職員共済組合・愛媛県公立学校共済組合で実施されてお
り、その費用を職員と市がそれぞれ約1/2ずつ負担しています。

　愛媛県市町村職員互助会は、愛媛県内の市町職員の福利厚生事業等を目的に昭和57年
に設立され、給付事業等が実施されており、その費用を職員と市が1/2ずつ負担してい
ます。

360,224

8 13

3,446

3

事務職上級

　伊予市職員の定年等に関する条例により、一部の職員を除いて定年年齢は61歳と
し、定年に達した日以降における最初の3月31日に退職することとしています。

令和7年度は、1月末現在で事務職上級・保健師・保育士・土木初級
の採用試験を実施済みです。

2

（2）退職の状況

保健師

1

合計

定年前退職 合計

7

（3）再任用の状況

（1）採用の状況

保育士

7

（2）公務災害の状況

　職員は、懲戒処分等その意に反すると認められる不利益な処分を受けた場合は、公平委
員会に対して、不服申立てをすることができるとされています。

10

0

令和6年度退職者数
定年退職 再任用

2

　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、地方公共団体
の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができるとされています。



１４　職員の退職管理の状況

　

定年退職者の概要
人

人

再就職の内容

人

人

非営利法人職員 人

営利法人職員 人

人

伊予市再任用職員 2

　令和6年度末に定年退職した伊予市職員の再就職状況を公表します。

無職の者

１級

保育教諭

211.3

主事

保育士

保健師

0

8

技師

25

職名

人 数

主査

分室長

課長補佐

令和7年4月1日現在

2

主事

指導監（再任用）

344

次長

344

2

3

24 7.0

16.9

4

4

20

18.0

63主任

2

87

職位上の役職名

課長

所長

局長

4

園長（認定こども園） 3

係長

1

主任

課長の職務

所長（保育所）

主任の職務 65

人

4

1

43

会計管理者

副所長（保育所）

0

0

合　　計

定年退職者
1

61

2

１５　等級及び職位上の段階ごとの職員数

人
等級別基準職務表に
規定する基準となる職務

定型的な業務を行う職務

合計

39

内訳

％

伊予市会計年度任用職員
0

事業所等へ再就職した者

５級 課長補佐の職務 58

２級 18.9

62主査の職務

４級 26.2

合　　　計

３級

６級

備　　　　考

2

再 就 職 先

行政職給料表（一）該当者

等級

７級 部長の職務 6 1.7
部長

局長
理事

指導監（再任用） 1

副参事

参事

専門員 3

1

係長

主査

係長の職務 90

3 人


